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(57)【要約】
【課題】　擁壁と地山の崩壊を一つの手段で防ぐことの
できる盛土構造物およびその構築方法を提供することで
ある。
【解決手段】　盛土構造物１は、地山２の下部の法底に
沿って固定された基礎ブロック３に複数のプレキャスト
コンクリートパネル４からなる擁壁５が構築され、該擁
壁５と前記地山２との間には盛土層６が形成され、該盛
土層６を支持する擁壁５から地山２にかけて所定の力で
緊張されたグラウンドアンカー７が適宜間隔をもって打
設され、該グラウンドアンカー７の頭部が擁壁５に定着
されてなる。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　地山の下部の法底に沿って固定された基礎ブロックに複数のプレキャストコンクリート
パネルからなる擁壁が構築され、該擁壁と前記地山との間には盛土層が形成され、該盛土
層を支持する擁壁から地山にかけて所定の力で緊張されたグラウンドアンカーが適宜間隔
をもって打設され、該グラウンドアンカーの頭部が擁壁に定着されてなることを特徴とす
る盛土構造物。
【請求項２】
　プレキャストコンクリートパネルはグラウンドアンカーを挿入する挿入孔を備えたアン
カーパネルと、該アンカーパネルを上下で接合する接合パネルと、該接合パネルまたはア
ンカーパネルに接合する標準パネルとからなることを特徴とする請求項１に記載の盛土構
造物。
【請求項３】
　アンカーパネルの上下面には、上下側に接合される接合パネルに接合するための接合用
ロッドが突設されたことを特徴とする請求項２に記載の盛土構造物。
【請求項４】
　接合パネルの裏面には、アンカーパネルまたは標準パネルからの接合用ロッドを定着す
る上部接合体と下部接合体とが形成されたことを特徴とする請求項２に記載の盛土構造物
。
【請求項５】
　地山の下部の法底に沿って基礎ブロックを固定する工程と、該基礎ブロックにプレキャ
ストコンクリートパネルを積み重ねて擁壁を構築する工程と、該擁壁と地山との間に盛土
層を形成する工程と、該盛土層を支持する擁壁から地山にかけてグラウンドアンカーを打
設する工程と、該グラウンドアンカーを所定の力で緊張して頭部を擁壁に定着する工程と
からなることを特徴とする盛土構造物の構築方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願発明は地山と擁壁との間に軽量盛土層を形成してなる盛土構造物およびその構築方
法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の盛土構造物としては、例えば特開２００２－２４２１８６号の発明が知られてい
る。この盛土構造物は斜面地山の下部の基礎ブロックに積み重ねられた壁面パネルが連結
部材で接合されて形成された擁壁と、この擁壁と斜面地山との間に積層された複数の盛土
材とから構成されている。また斜面地山には崩壊を防ぐためのせん断防止ボルトが適宜間
隔ごとに打設されている。
【特許文献１】特開２００２－２４２１８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかし、上記の盛土構造物は、盛土材の土圧による壁面パネルの崩壊を連結部材で防ぐ
とともに、地山の崩壊をせん断防止ボルトで防いでいた。このように壁面パネルの崩壊と
地山の崩壊とを別個の手段で防いでいたため繁雑な構造および工程になっていた。
【０００４】
　本願発明はこれらの問題に鑑みてなされたものであり、その目的は、擁壁と地山の崩壊
を一つの手段で防ぐことのできる盛土構造物およびその構築方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以上の課題を解決するための盛土構造物は、地山の下部の法底に沿って固定された基礎
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ブロックに複数のプレキャストコンクリートパネルからなる擁壁が構築され、該擁壁と前
記地山との間には盛土層が形成され、該盛土層を支持する擁壁から地山にかけて所定の力
で緊張されたグラウンドアンカーが適宜間隔をもって打設され、該グラウンドアンカーの
頭部が擁壁に定着されてなることを特徴とする。またプレキャストコンクリートパネルは
グラウンドアンカーを挿入する挿入孔を備えたアンカーパネルと、該アンカーパネルを上
下で接合する接合パネルと、該接合パネルまたはアンカーパネルに接合する標準パネルと
からなることを含む。またアンカーパネルの上下面には、上下側に接合される接合パネル
に接合するための接合用ロッドが突設されたことを含む。また接合パネルの裏面には、ア
ンカーパネルまたは標準パネルからの接合用ロッドを定着する上部接合体と下部接合体と
が形成されたことを含むものである。
　また盛土構造物の構築方法は、地山の下部の法底に沿って基礎ブロックを固定する工程
と、該基礎ブロックにプレキャストコンクリートパネルを積み重ねて擁壁を構築する工程
と、該擁壁と地山との間に盛土層を形成する工程と、該盛土層を支持する擁壁から地山に
かけてグラウンドアンカーを打設する工程と、該グラウンドアンカーを所定の力で緊張し
て頭部を擁壁に定着する工程とからなることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　擁壁から地山にかけて所定の力で緊張されたグラウンドアンカーが打設されたことによ
り、このグラウンドアンカーによる一つの手段によって擁壁と地山との崩壊を防ぐことが
できるので非常に効率的な構成にすることができる。またプレキャストコンクリートパネ
ルがグラウンドアンカーを挿入する挿入孔を備えたアンカーパネルと、該アンカーパネル
を上下で接合する接合パネルと、該接合パネルまたはアンカーパネルに接合する標準パネ
ルとから構成されたことにより、グラウンドアンカーを擁壁から地山に直接打設すること
ができる。また接合パネルの裏面には、アンカーパネルまたは標準パネルからの接合用ロ
ッドを定着する上部接合体と下部接合体とが形成されたことにより、アンカーパネルおよ
び標準パネルと接合パネルとを簡単に接合することができる。また従来のように地山にせ
ん断防止ボルトを打設する工程および構成が省略されるので経済的な施工によって構築さ
れた盛土構造物を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００７】
　以下、本願発明の盛土構造物およびその構築方法の実施の形態を図面に基づいて説明す
る。はじめに盛土構造物の実施の形態について説明し、次に盛土構造物の構築方法の実施
の形態について説明するが、各実施の形態において同じ構成は同じ符号を付して説明し、
異なった構成にのみ異なった符号を付して説明する。
【０００８】
　盛土構造物１は、図１に示すように、地山２の下部の基礎ブロック３に複数のプレキャ
ストコンクリートパネル（以下ＰＣパネルという）４が積み重ねられてなる擁壁５と、該
擁壁５と地山２との間に形成された盛土層６と、擁壁５から地山２にかけて打設されたグ
ラウンドアンカー７とから構成されている。
【０００９】
　上記地山２は斜面地山８と、基礎ブロック３が固定された水平地山９とから構成され、
この水平地山９には、基礎ブロック３が法尻に沿って連続的に設置されて小口径アンカー
１０で固定されている。
【００１０】
　この基礎ブロック３は、現場打ちコンクリートまたはプレキャストコンクリートで形成
され、図２に示すように、ボルト１１で固定された連結用アングル１２によって横方向が
接続されている。
【００１１】
　また基礎ブロック３の設置面１３からは固定用ロッド１４の上端部が突出され、この下
端部がプレート１５とナット１６とで固着されている。この固定用ロッド１４は、例えば
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ネジ節異形鋼棒、またはＰＣ鋼棒、ＰＣ鋼線、ＰＣ鋼撚り線などの高張力鋼材であり、基
礎ブロック３の設置面１３に設置されたＰＣパネル４を接合している。このＰＣパネル４
は、前部が上側に傾斜した設置面１３に設置されているため、盛土層６側に傾斜した擁壁
５となっている。
【００１２】
　このＰＣパネル４はアンカーパネル１７と、このアンカーパネル１７の上下側に設置さ
れた接合パネル１８と、標準パネル１９とから構成され、これらが組み合わされて擁壁５
を構成している。
【００１３】
　このアンカーパネル１７は軽量コンクリートで形成され、図５に示すように、正面側に
は天然石を模した細かな凹凸部２０が形成され、この凹凸部２０の中央にはグラウンドア
ンカーの頭部を定着する水平な定着部２１が形成されている。この定着部２１から裏面に
かけてはグラウンドアンカーを挿入する挿入孔２２が開口され、該挿入孔２２は裏面に向
かって大径に形成され、かつ下側に傾斜している。
【００１４】
　またアンカーパネル１７の上下面からは接合用ロッド２３の上端部が突出され、下端部
がパネル内に埋設されてプレート１５とナット１６とで固着されている。またアンカーパ
ネル１７の一側面には半円形の嵌合突起２４が、他側面には半円形の嵌合凹溝２５がそれ
ぞれ形成され、この嵌合凹溝２５に隣接した標準パネルの嵌合突起２４が嵌合されるとと
もに、嵌合突起２４が隣接した標準パネルの嵌合凹溝２５に嵌合されて接合され、この接
合部２６を中心に回転可能となっている。
【００１５】
　一方、アンカーパネル１７の上下側に設置される接合パネル１８は、図６に示すように
、前面パネル２８と、この裏面側の補強リブ２９とから構成され、前面パネル２８の前面
には天然石を模した細かな凹凸部２０が形成されている。また前面パネル２８の一側面に
は半円形の嵌合突起２４が、他側面には半円形の嵌合凹溝２５がそれぞれ形成されている
。
【００１６】
　また補強リブ２９は上部接合体３０と下部接合体３１とから構成され、これらには接合
用ロッド２３を挿入する貫通孔２７が貫通され、上部接合体３０と下部接合体３１との間
には、貫通孔２７に挿入された接合用ロッド２３を定着するための空間、すなわち間隙部
３２が形成されている。
【００１７】
　また標準パネル１９は、補強リブ２９が上部接合体３０と下部接合体３１とに分割され
ずに一体となった以外は接合パネル１８と同じ構成であり、補強リブ２９に接合用ロッド
２３を挿入する貫通孔２７が開口されている。
【００１８】
　このようなパネル１７、１８、１９を組み合わせてなる擁壁５は、図８に示すように、
ほとんどが標準パネル１９の組み合わせであり、この標準パネル１９の間にグラウンドア
ンカー７を設置するアンカーパネル１７が設置され、該アンカーパネル１７の上下側には
接合パネル１８が設置されている。
【００１９】
　そのため基礎ブロックの設置面１３に設置された接合パネル１８の上部には、アンカー
パネル１７が設置され、該アンカーパネル１７の上部には接合パネル１８を介して標準パ
ネル１９設置されている。
【００２０】
　また基礎ブロック３の設置面１３に設置された標準パネル１９は、固定用ロッド１４に
接合された接合用ロッド２３で固定され、この接合用ロッド２３と接合ピン３８とで標準
パネル１９同士が上下に接合されている。
【００２１】
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　一方、アンカーパネル１７と接合パネル１８も、上記と同様に、接合用ロッド２３と接
合ピン３８とで接合されるが、アンカーパネル１７の上面から突出した上部接合用ロッド
３３が上側に位置した接合パネルの下部接合体３１の貫通孔２７に挿入され、アンカーパ
ネルの下面から突出した下部接合用ロッド３４が下側に位置した接合パネル１８の上部接
合体３０の貫通孔２７に挿入されている。
【００２２】
　この擁壁５と斜面地山８との間には気泡混合軽量コンクリートが打設されて盛土層６が
形成されている。また擁壁５におけるアンカーパネル１７から斜面地山８にかけてはグラ
ウンドアンカー７が打設され、該グラウンドアンカー７の頭部が定着部２１に支圧体３５
で定着されている。
【００２３】
　したがって、擁壁５全体がグラウンドアンカー７で斜面地山８に支持され、斜面地山８
もグラウンドアンカー７でせん断補強され、盛土層６全体のせん断強度も向上される。
【００２４】
　次に、盛土構造物の構築方法について説明する。まず斜面地山８の下部に埋設孔３６を
削孔し、これにグラウト３７を注入して小口径アンカー１０を圧入する。そして、このグ
ラウト３７の養生期間中に、基礎ブロック３を現場打ちコンクリートまたはプレキャスト
コンクリートで構築する。次に、この基礎ブロック３の挿入孔２２に小口径アンカー１０
の頭部を挿入した後、これを緊張・定着して基礎ブロック３を固定する。
【００２５】
　次に、基礎ブロック３に固定用ロッド１４の下端部を定着し、その上端部を上面から突
出させ、この突出させた固定用ロッド１４にカプラー３９で接合用ロッド２３を連結して
、標準パネル１９の貫通孔２７と、接合パネル１８の下部接合体の貫通孔２７とに貫通で
きる長さにする。
【００２６】
　次に、この接合用ロッド２３を標準パネル１９の貫通孔２７と、接合パネルの下部接合
体３１の貫通孔２７とに挿入して、これらのパネル１８、１９を基礎ブロック３に設置し
た後、接続用ロッド２３を緊張・定着する。この作業を順次繰り返してＰＣパネル１７、
１８、１９を横方向に連続的に接合すると擁壁５の一段目が形成される。
【００２７】
　次に、この擁壁５の一段目における標準パネル１９の上に他の標準パネル１９を接合す
るとともに、接合パネル１８の上にはアンカーパネル１７を接合する。このアンカーパネ
ル１７は下面から突出した接合用ロッド２３を、接合パネル１８の上部接合体３０の貫通
孔２７に挿入して接合する。この作業を順次繰り返してＰＣパネル４を横方向に連続的に
接合すると擁壁５の二段目が形成される。この擁壁５の二段目には適宜間隔（一つおき）
ごとにアンカーパネル１７が設置（アンカーパネル１７と標準パネル１９とが交互に設置
）され、このアンカーパネル１７にはグラウンドアンカー用の挿入孔２２が正面から裏面
にかけて開口されている。
【００２８】
　次に、この擁壁５の二段目における標準パネル１９の上に、前記と同様に、他の標準パ
ネル１９を接合するとともに、アンカーパネル１７の上側に接合パネル１８を接合する。
この接合パネル１８はアンカーパネル１７の上面から突出した接合用ロッド２３を、接合
パネル１８の上部接合体３０の挿入孔２２に挿入して接合する。この作業を順次繰り返し
てＰＣパネル４を横方向に連続的に接合すると擁壁５の三段目が形成される。
【００２９】
　上記のような作業を順次繰り返して、図１１に示すように、頂部までＰＣパネル４を積
み重ねると、擁壁５が基礎ブロック３上に構築され、この擁壁５に適宜間隔をもってアン
カーパネル１７が設置され、このアンカーパネル１７の上下側には接合パネル１８が設置
される。
【００３０】
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　次に、この擁壁５と斜面地山２との間に気泡混合軽量コンクリートを打設して盛土層６
を形成すると、自立した擁壁５と盛土層６とが構築される。次に、この擁壁５におけるア
ンカーパネル１７の挿入孔２２から斜面地山８にかけてグラウンアンカー孔４０を掘削す
る。そして、このグラウンアンカー孔４０の底部、すなわち斜面地山２における掘削孔に
グラウト３７を充填する。次に、このグラウト３７にグラウンドアンカー７の先端部を挿
入するとともに、この後端部をアンカーパネル１７の挿入孔２２から外部に導出する。
【００３１】
　次に、このアンカーパネルの挿入孔２２から外部に導出したグラウンドアンカー７を所
定の力で緊張し、アンカーパネルの定着部２１に支圧体３５で定着すると、自立した擁壁
５と盛土層６とグラウンドアンカー７とからなる盛土構造物１が構築される。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】（１）は盛土構造物の断面図、（２）は要部の断面図である。
【図２】基礎ブロックの平面図である。
【図３】（１）は基礎ブロックの接合部の平面図、（２）は同Ａ－Ａ断面図である。
【図４】ＰＣパネルが設置された基礎ブロックの正面図である。
【図５】アンカーパネルであり、（１）は正面図、（２）は（１）のＢ－Ｂ断面図、（３
）は（１）のＣ－Ｃ断面図である。
【図６】接合パネルであり、（１）は平面図、（２）は背面図、（３）は（２）のＤ－Ｄ
断面図である。
【図７】擁壁の正面図である。
【図８】擁壁の縦方向の断面図である。
【図９】基礎ブロックの断面図である。
【図１０】擁壁の横方向の断面図である。
【図１１】擁壁の頂部の断面図である。
【符号の説明】
【００３３】
　　１　盛土構造物           　　
    ２　地山
    ３　基礎ブロック
    ４　ＰＣパネル
    ５　擁壁
    ６　盛土層
    ７　グラウンドアンカー
    ８　斜面地山
    ９　水平地山
  １０　小口径アンカー
  １１　ボルト
  １２　連結用アングル
  １３　設置面
  １４　固定用ロッド
  １５　プレート
　１６　ナット
  １７　アンカーパネル
　１８　接合パネル
  １９　標準パネル
　２０　凹凸部
  ２１　定着部
　２２　挿入孔
  ２３　接合ロッド
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  ２４　嵌合突起
  ２５　嵌合凹溝
  ２６　接合部
  ２７　貫通孔
  ２８　前面パネル
  ２９　補強リブ
  ３０　上部接合体
  ３１　下部接合体
  ３２　間隙部
  ３３　上部接合用ロッド
  ３４　下部接合用ロッド
  ３５　支圧体
  ３６　埋設孔
  ３７　グラウト
  ３８　接合ピン
　３９　カプラー
  ４０　グラウンドアンカー孔

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】



(8) JP 2009-221777 A 2009.10.1

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】
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